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　市では、平成27年度から地域経済の活性化、
異業種間の連携・交流による産業の振興を図
るため、道の駅を核とした「地域商圏を生かし
た広域交流拠点の整備」に向けた調査・研究を
行ってきました。平成28年度では、整備基本
計画を策定するに当たり、市民の皆さんや学識
経験者などで構成する委員会を設置します。そ
こで、市民の皆さんから委員を募集します。
▶ 応募資格　市内在住で、産業交流・産業振興、
道の駅に関心があり、平日の夜または土・日
曜日に開催する会議に出席できる方。ただし、
次の方は応募できません。
　（1） 応募日現在、既に本市の他の審議会など

の委員になっている方
　（2）市職員および市議会議員
▶募集人数　2人
▶ 任 期　委嘱した日から計画の策定が完了
するまで(平成29年3月までを予定)
▶ 応募方法　住所、氏名、年齢、職業、電話番
号、応募理由、本市における産業交流・産業
振興、道の駅に関する考え（400字程度）を記
入した書類（様式自由）を5月6日㈮（必着）ま
でに、持参、郵送、Ｅメールのいずれかの方
法で提出してください。【持参・郵送】〒361
―8601 行田市本丸2―5 行田市商工観光課
【Ｅメール】syoko@city.gyoda.lg.jp
▶ 選考方法　書類審査の上決定し、結果は応募
者全員に通知します。
▶問い合わせ　同課産業振興担当（内線384）

　市では、ポタリング（自転車による散歩）を観
光戦略と位置付け、埼玉県と協働で「川のまるご
と再生プロジェクト」によりサイクリングロード
などを整備しました。また、観光資源が市内各
所に点在しているため、鉄道などを利用して訪
れた観光客が快適に市内を回遊できるようにレ
ンタサイクルの貸し出しも行っています。
　4月2日㈯には、まちなかの新たな観光案内
拠点として、またポタリングの拠点として、「行
田市バスターミナル観光案内所」がオープンしま
す。同観光案内所では、本市の観光名所やご当
地グルメのパンフレットを置くとともに、常駐
のスタッフがきめ細かに観光案内を行います。
また、ポタリングを安心して楽しめるように、
空気入れの設置など万全のサポート体制で皆さ
んをお迎えします。
　なお、4月2日の午前10時30分からオープニ
ングセレモニーを行います。ぜひ、ご利用くだ
さい。
▶開館時間　午前9時～午後4時
▶休 館 日　年末年始（12月29日～翌年1月3日）
▶住 所　本丸3―5
▶電話番号　554―8820
▶Ｆ Ａ Ｘ　554―8821
▶問い合わせ　商工観光課観光担当（内線382）
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行田市バスターミナル観光案内所が
オープンします

行田市産業交流拠点（道の駅）

整備基本計画検討委員会の

委員を募集します

　市では、1年間の主な行事や出来事を収録した広
報ビデオ（ＤＶＤ形式）を毎年作成しています。この
ビデオは約25分で広報広聴課の他、市立図書館で借
りることができます。ぜひご利用ください。
▶問い合わせ　同課広報広聴担当（内線318）

　生活環境の美化を図るため、全市民参加の市内一
斉清掃（ごみゼロ運動）を行います。各地区衛生協力
会会員の皆さんのご協力をお願いします。
▶日 時　4月17日㈰午前8時～ 10時
　※ 悪天候の場合は24日㈰。なお、悪天候などによ 

り中止する場合は午前6時30分に防災行政無線
でお知らせします。

▶問い合わせ　環境課環境業務担当☎556―9530

　空き店舗を賃借し、新たに事業を開始する
方に、家賃ならびに出店に当たっての改装費
用の一部を助成する「起業家支援事業」の受け
付けを4月1日㈮から開始しました。支給要
件や助成内容については、商工観光課へ問い
合わせください。
　なお、年度の途中でも予算に達した場合は
受け付けを終了します。
▶問い合わせ　同課産業振興担当（内線383）

広報ビデオの貸し出しを
行っています

起業家を応援します

ごみゼロ運動を実施します

　市では、市ホームページ（トップページ）を広告媒体として活用することによ
り、財源を確保し、市民サービスの向上および地域経済の活性化を図るため、
バナー広告を募集しています。バナー広告とは、市ホームページ内に表示され
る有料広告で、広告主の指定するホームページにリンクするものです。
　ホームページを開設している企業、事業所、自営業を営む皆さん、月平均7
万6,000件のアクセスがある市ホームページにぜひ広告を掲載してみませんか。
▶掲載位置　市ホームページのトップページ下段
▶規 格
　【サイズ】縦60ピクセル×横120ピクセル
　【形式】ＧＩＦ（アニメ不可）、ＪＰＥＧまたはＰＮＧ
　【容量】6キロバイト以内
▶掲載期間　1カ月単位
▶ 申し込み　次の広告代理店に電話、ＦＡＸ、Ｅメールで申し込みください。
※広告料や空き枠数など詳細は広告代理店に問い合わせください。

　・広告代理店名：株式会社ホープ
　・住所：福岡県福岡市中央区薬院1―14―5　ＭＧ薬院ビル7階
　・電話：092―716―1402
　・ＦＡＸ：092―716―1404
　・ Eメール：info@zaigenkakuho.com
▶ 問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線318）
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会社のＰＲやイメージアップにご活用ください　

市ホームページに広告を載せませんか

　　 ↑
ここに広告が
掲載されます。


